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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年６月１４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年１２月２９日 １１時１５分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市厳原
いづはら

港南方沖 

厳原港北防波堤灯台から真方位１９４°１,３５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１０.８′ 東経１２９°１７.８′） 

事故調査の経過  平成２４年１月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 朝日
あさひ

丸、４.９トン 

 ＳＡ３－２３９３３、個人所有 

 １２.４２ｍ（Lr）×２.４９ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４２１kＷ（動力漁船登録票による）、平成２年１１月

２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６３年８月２５日 

  免許証交付日 平成１９年８月２７日 

         （平成２５年８月２４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に擦過傷及び破口、プロペラ翼に曲損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、平成２３年１２月２９日１０時００分

ごろまぐろ一本釣り漁を終えて対馬市東方沖の漁場を発進し、厳原港に向

けて約１０～１１ノットの対地速力で手動操舵により北西進した。 

 船長は、１１時０５分ごろ眠気を催すようになったが、もう少しで入港

できるので眠気を我慢できると思い、操舵室の椅子に腰を掛けて操船して

いたところ、間もなく居眠りに陥った。 

 本船は、厳原港南方の海岸に向けて北西進を続け、１１時１５分ごろ厳

原港北防波堤灯台から真方位１９４°１,３５０ｍ付近の海岸に乗り揚げ

た。 

 船長は、衝撃により目が覚めて乗り揚げたことに気付き、海上保安庁等

に連絡した。 

本船は、クレーンで台船に載せられ、タグボートにえい
．．

航されて厳原港

に帰港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 微風、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時、潮高 約１４０cm（厳原） 
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 その他の事項 本船は、厳原港を基地としてまぐろ一本釣り漁に従事しており、０４時

ごろに出港して対馬と長崎県壱岐市壱岐島との間の海域で操業を行い、午

前中で操業を終えて厳原港に帰港し、水揚げや翌日の操業準備を行う操業

形態を採っていた。 

船長は、本事故前には毎日出漁していたので、疲労が蓄積していた上に

平均睡眠時間が約３～４時間で睡眠不足の状態となっていた。 

本船の喫水は、船首０.６ｍ、船尾０.８ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、厳原港南方沖を北西進中、船長が、眠

気を催した際、短時間で入港できるので眠気を我

慢できると思い、椅子に腰を掛けて操船していた

ところ、居眠りに陥ったことから、予定変針場所

を通過して厳原港南方の海岸に向けて航行し、同

海岸に乗り揚げたものと考えられる。  

 船長は、本事故前には毎日出漁していたので、

疲労が蓄積していた上に平均睡眠時間が約３～４

時間で睡眠不足の状態となっていたものと考えら

れる。 

原因  本事故は、本船が、厳原港南方沖を北西進中、船長が居眠りに陥ったた

め、予定変針場所を通過して厳原港南方の海岸に向けて航行し、同海岸に

乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・毎日の出漁で疲労が蓄積した上に睡眠不足の状態となっている場合に

は、適度な休息をとるなどして健康管理に努めること。 

・航行中に眠気を催した場合には、立って操船したり、外気に当たるな

どして眠気の払拭に努めること。 

 




